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新市民会館整備等調査特別委員会  

令和４年第４回水戸市議会定例会において当委員会に付託されました議案第９２

号ほか２件の審査の経過並びに結果について，水戸市議会会議規則第１０１条の規

定に基づき報告します。  

 これらの案件については，１２月１６日に委員会を開催し，慎重に審査を行いま

した。その結果は，下記のとおりであります。  

 以下，審査の概要を申し上げますと，  

１ 議案第９２号 財産の取得について（水戸市民会館スチール家具）  

 本案については，入札の状況等について，種々質疑応答を重ねた後，採決の結果，

賛成多数をもって，原案を可決すべきものと決定いたしました。  

２ 議案第９３号 財産の取得について（水戸市民会館ピアノ（その１））  

議案第９４号 財産の取得について（水戸市民会館ピアノ（その２））  

 これらの案件については，取得価格の妥当性について，スタインウェイアンドサ

ンズ社のピアノ取得が随意契約となった理由について，取得するフルコンサートグ

ランドピアノの台数の根拠等について，種々質疑応答を重ねました。このうち委員

から，「今回導入するスタインウェイアンドサンズ社のピアノは，世界を代表するす

ばらしい機種であり，市民の財産である新市民会館が誰からも愛される施設となる

ようピアノの見学会を実施するなど，市民が親しむことができる機会の創出に努め

られたい」等の意見が出されました。  

この後，一括採決の結果，賛成多数をもって，原案を可決すべきものと決定いた

しました。  

記 

議案第９２号，議案第９３号，議案第９４号  

 以上，原案を認める。  

 

 上記のとおり報告する。  

 

   令和４年１２月２０日  

 

  水戸市議会議長   須 田 浩  和  様  
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